
• 

話ー

直面

" 

ヘ
イ

知
が
あ
り
、
天
正
中
に
加
賀
守
発
知

χ
は
品
川
知
が
あ

る
を
知
り
得
る
の
み
で
あ
る
。

ヘ
イ
エ
イ
丘
一
盛
加
到
滞
の
兵
径
は
、
明
治
三

年
三
用
兵
制
を
英
式
か
ら
例
式
に
経
ず
る
と
同
時
に

段
け
ら
れ
、
之
を
屯
所
と
い
う
た
。
也
市
山
は
初
め
城

下
旧民
間
な
る
老
凶
村
井
氏
邸
を
市
て
た
が
、
後
に
老

臣
絞
山
氏
邸
・
元
社
締
館
跡
・
元
野
市
古
航
跡
・
松
阪
町

榊
純
寺
内
部
ず
に
配
位
し
た
。
そ
の
う
ち
杭
山
邸
は
術

成
組
織
で
、
他
は
共
士
の
日
々
泊
到
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
外
別
に
小
抗
野
な
る
老
臣
奥
村
氏
邸
に

砲
兵
の
兵
径
が
あ
っ
た。

ベ

イ

カ

米
債
滞
政
時
代
に
於
け
る
新
殺
の
似

析
は
、
士
人
が
之
を
政
却
す
る
七
且
の
牢
納
期
以
ぴ

十
且
の
本
納
期
に
於
い
て
、
玄
米
一
石
鋭
四
五
十
日

を
上
下
し
た
が
、
若
し
そ
の
似
四
十
二
匁
に
下
れ
ば

之
を
日
釧
ふ
士
人
の
側
一部
を
見
、
五
十
五
匁
を
超
え

れ
ば
之
を
脱
出
以
ず
る
下
民
の
以
苦
を
招
い
た
。
し
か

し
風
雨
前
日
簡
の
銘
そ
の
森
鴎
を
見
る
時
付
、
行r
m
w
.出

年
の
銀
二
一由一
治
十
目
、
淀
川
町
六
年
の
こ
質
問
、
天
明

四
年
の
百
二
十

H
、
安
政
五
年
の
刊
五
十
目
の
如
き

例
が
あ
り
、
甚
だ
し
く
下
訴
し
た
時
は
手
係
十
四
年

の
二
拾
八
匁
六
分
の
こ
と
き
こ
と
も
あ
っ
た
。

へ
イ
ガ
h
y
シ

ヤ

丘
一
間
早
舎
大
型
寺
田附
に
於
い
て

明
治
二
年
三
且
兵
政
令
及
び
探
線
聞
を
鈎
城
山
郡山に

設
け
た
。
兵
何
日
舎
は
士
宮
と
な
る
べ
き
者
を
教
育
す

る
防
で
、
総
止
(
を
行
ひ
、
鍛
部

-m術
を
思
ば
し
め

る
の
み
な
ら
ず
、
丘
(
恕
を
瀧
僻
し
て
戦
術
に
一
辿
ぜ
し

め
る
を
主
と
し
、
臨
時
に
試
識
を
行
う
て
士
宮
を
選

抜
し
た
。
操
縦
所
は
兵
向
子
会
附
図
の

，も
の
で
、
歩
・

騎

畑

・射
的
の
四
郎
と
し
た
。

へ
イ
キ
ズ
カ
イ
兵
器
図
解
三
加
。
有
神
武
点

が
白
木
五
年
の
"者で
、
絞
殺
の
武
n
H

・
兵
川
市
を
む
色

刷
似
し
た
も
の
で
あ
る
。

へ
イ
コ
閉
戸

時州政
の
時
、
町
人
の
微
非
を
制

す
る
に
附
戸
の
名
目
が
あ
っ
た
。
短
波
五
年
間
戸
と

は
部
全
部
を
附
し
、
空
隊
に
目
板
を
釘
付
す
べ
き
も

の
と
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

へ
イ
コ
歩
サ
イ
卒
園
祭

羽
咋
部
門
拙
多
制
散
の

祭
印
刷
で
、
一
に
御
出
祭
と
も
い
ふ
。
祭
制
大
己
れ
命

へ
イ
キ
ン
メ
ン
手
均
克

前

m利
協
の
改
作
法

施
行
以
後
、
各
村
の
定
犯
を
定
め
、
持
士
に
知
行
を

授
け
る
に
訪
っ
て
、h
M
F
日開
λ
へ
の
村
施
を
組
合
は
せ
、

一
定
。
括
合
に
な
る
如
〈
支
給
す
る
を
い
ひ
、
平
士

以
上
(
組
外
を
除
く
J

な
ら
ば
能
資

・
越
中
知
は
四
ッ

一
歩
、
加
州
知
は
三
ツ
六
歩
を
平
均
犯
と
し
た
。
例

へ
ば
こ
与
に
折
紙
一
一前
九
十
石
の
知
行
を
加
賀
の
腕
附

で
交
け
た
品
加
入
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
枚
納
は
九
十

一
告
に
加
到
の
平
均
克
三
ツ
六
歩
を
来
じ
た
三
十
二
石

四
斗
で
あ
る
べ
き
密
で
あ
る
。
し
か
し
加
賀
の
定
犯

は
各
村
ル
ベ
て
三
ァ
六
歩
で
な
い
か
ら
、
発
三
ツ
二

分
の
村
か
ら
草
高
十
石
、
記
五
ツ
三
歩
の
利
か
ら
草

お
二
十
石
、
記
六
ツ
ニ
歩
の
村
か
ら
草
稿
三
十
石
を

採
っ
て
皿
(
へ
れ
ば
、
草
高
は
六
十
石
で
あ
ろ
が
、
牧

納
は
三
十
二
石
四
斗
に
な
る
顕
で
あ
る
。
こ
の
制
は

明
出向二
年
に
初
っ
た
@
で
あ
る
が
、
之
よ
り
先
航
に

能
殺

・
越
中
知
一
ニ
ツ
八
歩
、
加
州
知
三
ツ
コ
一
歩
の
平

均
必
に
よ
っ
て
支
給
す
る
制
が
あ
っ
た
。
文
利
慌
に

小
松
城
で
仕
へ
た
士
は
、
加
州
知
三
ッ
七
歩
の
平
均

犯
で
拠
へ
ら
れ
、
老
隠
の
中
に
は
折
紙
一
向
を
村
山
地
で

給
せ
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
是
等
は
皆
死
後
一
般

の
平
均
先
に
改
め
ら
れ
、
そ
の
出
目
知
は
子
高
山
に
分

知
せ
ら
れ
た
。
但
し
前
凶
直
之
の
子
孫
の
み
は
平
均

制
を
臨
刷
せ
ら
れ
ず
、
村
犯
の
依
で
給
せ
ら
れ
た
。

平
土
中
の
組
外
に
臨
す
る
も
の

・平
士
肌
・奥
力
等
の

平
均
犯
は
、
能
田町

・
越
巾
知
四
ッ
、
加
州
知
三
ツ
五

歩
で
あ
っ
た
。

が
町
却
柿
妖
賊
を
平
ら
げ
て
凶
土
を
定
め
給
う
た
紋
に

一
を
以
て
す
る
も
の
は
務
末
に
五
十
石
よ
0
二
千
五
十

擬
す
る
も
の
と
係
へ
ら
れ
、
今
は
三
且
十
九
日
か
ら

一
石
に
表
り
、
そ
の
鍛
凡
べ
て
千
四
百
俄
家
あ
っ
た
。

サ
三
日
ま
で
の
聞
に
、
遊
技
三
一
粁
を
隔
て
る
出
時

一
但
し
上
氾
の
持
制
の
士
の
中
、
間
分
の
符
迦
以
上
を

郁
朗
口
の
能
昌
明
宜
凶
玉
比
古
制
祉
(
活
気
多
本
宮
〉
に

一
除
い
た

U
外
の
北
刊
を
一
午
士
と
い
ふ
こ
と
も
あ
っ
た
。

赴
き
、
そ
こ
か
ら
更
に
還
御
す
る
の
で
あ
る
。
制
削
二

平
士
中
か
ら
選
任
せ
ら
れ
る
助
役
の
主
な
る
も
の
は

の
行
列
は
錦
侠
・長
柄
鎌
・
生
太
万
・
生
弓
矢
・民
矛
・
一
次
の
活
・
り
で
あ
る
。

前
潟
等
か
ら
成
・り
、
紳
峨
も
皆
騎
馬
す
る
。
そ
の
能

一
O
詩

羽

島有
生
同
玉
比
古
刑
制
に
指
せ
ん
と
す
る
時
、
群
集
は

一
定
番
問
定
番
御
Mm
姐
御
諮
問
定
番
町
凱
御
郎

副
開
墜
を
描
出
し
て
紳
臓
の
騎
馬
を
驚
か
せ
、
制
服
は
泡

一
週
顕
御
服
組
御
番
頭
御
府
組

m
M
御
小
将
郎

巡
せ
ず
し
て
突
進
す
る
が
、
若
し
抗
馬
す
る
同
は
米

一
御
大
小
将
御
括
判
組
則
前
御
槍
務
行
町
裕
行

似
下
古
川
の
兆
と
判
断
す
る
の
で
あ
っ
た
。
但
し
今
は

一
魚
津
在
住
今
石
助
氷
見
城
拙
支
配
新
番

町

御

こ
の
風
を
綾
し
た
。
能
脅
誌
に
、『
祭
額
数
多
あ
る
中

一
歩

聞

大

純
一肌
御
符
弓
卯
御
持
附
如
御
先
弓

に
も
、
大
祭
は
傍
戯
二
且
初
午
の
日
御
出
削(
有
て
、

一一
肌

御

先
筒
出
江
戸
御
腕
式
御
用

御

奥

小

ww御

所
ロ
然
多
本
宮
へ
入
皇
の
所
前
幸
あ
り
。
本
宮
に
二

一
番
疏

御
奥
小
時
抗

H

御
衣
小
格
御
番
顕

御
去

宿
座
有
て
御
邸
底
也
。
北
道
す
が
ら
色
止
の
古
例
あ

一
小
綿
獄
門
組
外
御
格
別

小
松
御
応
廻
御
蒋
一山

り
。
稿
凶
村
の
七
郎
兵
衛
と
い
ふ
百
姓
、
小
さ
き
籾

一
御
椛
目
御
使
番
御
一
此
所
奉
行
御
細
工
務
行

の
依
一
一
つ
を
仰
ふ
。
是
を
投
依
と
い
へ
り
o
V
A
入
椛

一
一肌
川
(
以
下
後
品
川
山
酬
職
)
御
中
小
府

組

問

御
巾

討
の
内
臨
宇
和
山
と
早
品
川
出
に
て
、
む
か
し
御
子
を
銭
て

一
小
将
御
添
削

給
ふ
凶
総
と
て
、
刑制刊
の
鈴
を
な
ら
す
。
共
の
鰭
て

一
O
務
開
策
役

給
ふ
妨
宮
は
上
償
制
の
琵
紳
、
弟
宮
は
下
曾
縦
約
の

一
御
一
丸
首
御
用
奥
御
取
次
御
用
人
御
邸
周
引
制移

民
静
也
。
其
外
所
々
に
て
古
例
多
し
。
叉
普
は
道
筋

一
行
宗
門
事
行
御
利
物
方
奉
行
御
省
略
方
御
則

も
越
〈
、
甘
間
保
へ
か

tAb
、
宿
女
村
に
御
一
宿
あ

一
一陶
製
校
方
御
用

御
射
手
抜
許
御
輿
風
放
的
御

り
し
也
。
依
っ
て
宿
女
の
名
あ
り
。
』
と
記
す
る
。

一
領
凶
餓
飽
改
奉
行
三
州
都
似
改
役
ハ
能
程
・越
巾
改

へ
イ
シ
平
士

平
士
は
人
持
組
に
次
ぐ
も
の
で
、
一
方
後
慣
閥
聡
)
二
御
丸
御
股
式
御
用
金
谷
御
成
式

御
山
内
廻
・
定
番
御
府
組
・
組
外
・
御
大
小
将
・
御
奥
小

一
御
用
邸
時
趨
同
日
物
役
諸
問
御
入
用
方
取
制
迎
方
御

勝
・御
表
小
将
の
諸
組
に
分
か
れ
、
御
府
組
・定
番
御

一
用
〈
以
下
後
杭
闘
峨
〉
御
脱
出
中
行
御
俄
約
奉
行

馬
迦
・組
外
の
士
は
三
品
の
侍
と
抑
制
せ
ら
れ
る

o
x
一
御
貸
銀
問
中
行
銀
札
方
御
用
宅
附

御
府
組
定
番
御
府
組
・御
大
小
絡
の
各
組
問
を
、
御

一
O
年
士
到
奉
行

馬
廻
顕
・
定
番
一頭一
・御
小
将
阪
と
い
ひ
、
併
せ
て
三
組

一
御
前
川
港
行
御
也
前
奉
行
御
作
事
者
行
訓
拐
容

顕
と
抑
制
し
、
各
御
番
頭
が
あ
っ
て
之
に
削
と
な
っ
た

一
行
曾
町
奉
行

が
、
組
外
・御
奥
小
綿
・御
表
小
勝
に
は
御
番
顕
が
あ

一
O
御
近
朝
日
役

っ
て
組
版
は
な
か
っ
た
o
平
士
の
食
品
仰
に
し
て
微
少

一
御
勝
務
行
奥
御
納
戸
時
中
行
御
近
制
同
容
御
初
物

な
る
も
の
は
切
米
取
・扶
持
取
も
あ
っ
た
が
、
知
行

一
奉
行

部
抑
制
中
行
術
部
物
役
市
御
土
縦
翠
行

七

.晶圃，、


